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健康日本21（第二次）最終評価の結果
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睡眠による休養を十分にとれていない者の減少の割合においては、「D 悪化している」であった。

▽睡眠による休養を十分にとれていない者の割合の推移
（男女計）

【評価等（抜粋）】
○ 評価は「D 悪化している」であった。
○ 年代別に分析すると、ほぼ全ての世代で、睡眠による休養を十分にとれていない者の割合は増加傾向であった。
○ 特に中高年者（50歳代）においては、増加の度合いが大きかった。
○ これらの結果について性差は認められなかった。

▽睡眠による休養を十分にとれていない者の割合の年次比較
（20歳以上、男女計、年齢階級別）

※ 「睡眠で休養が十分にとれていない者」とは、睡眠で休養が「あまりとれていない」又は「まっ
たくとれていない」と回答した者の割合

（出典：厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」）



令和元年国民健康・栄養調査結果の概要

○ ６時間未満の者の割合は、男性37.5％、女性40.6％であり、性・年齢階級別にみると、男性の30～50歳
代、女性の40～50歳代では４割以上であった。

▽１日の平均睡眠時間（20 歳以上、性・年齢階級別）

（出典：厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」）

20歳～59歳の
睡眠時間の目標
（６～９時間）

60歳以上の
睡眠時間の目標
（６～８時間）
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健康日本21（第三次） 休養・睡眠領域の目標項目

目標 指標 現状値（令和元年） 目標値 （令和14年度）

睡眠で休養が
とれている者の増加

睡眠で休養がとれている
者の割合

78.3％
※20歳～59歳：70.4％
60歳以上：86.8％

80％
※20歳～59歳：75％
60歳以上：90％

睡眠時間が十分に
確保できている者の

増加

睡眠時間が６～９時間
（60歳以上については、
６～８時間）の者の割合

54.5％
※20歳～59歳：53.2％
60歳以上：55.8％

60％
※20歳～59歳：60％
60歳以上：60％

週労働時間60時間以上の
雇用者の減少

週労働時間40時間以上の雇用者のうち、
週労働時間60時間以上の雇用者の割合

８．８％
（令和３年）

５％（令和７年）
※過労死等の防止のための対策に関する
大綱の見直し等を踏まえて更新予定

「睡眠で休養がとれている者」に加え、「睡眠時間が十分に確保できている者」に関する目標を設定。
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睡眠の質

睡眠の量



1988

2000

S53～

第１次国民健康づくり

S63～

第２次国民健康づくり

アクティブ８０ヘルスプラン

H12～

第３次国民健康づくり

健康日本21

H25～

第４次国民健康づくり

健康日本21(第二次)

我が国における健康づくり運動と休養・睡眠分野のガイドラインの変遷

2024R6～

第５次国民健康づくり

健康日本21(第三次)
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Ｒ5 健康づくりのための睡眠ガイド2023

睡眠分野に関する動き

Ｈ15 健康づくりのための睡眠指針
～快適な睡眠のための7箇条～

・指針の視点を「快適な睡眠」とした

Ｈ26 健康づくりのための睡眠指針2014

・指針の視点を「健康づくりに資する睡眠」とした
・年齢や生活活動背景（就学・労働形態等）を考慮した睡眠健康
の在り方を提案

改訂

2013

1978

・ライフステージ（成人～高齢者）に応じた推奨事項の見直し

・睡眠環境や生活習慣等に関する参考情報の提示

【目標指標】

睡眠休養感 等

【目標指標】

睡眠休養感 等

【目標指標】

睡眠休養感、睡眠時間



健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会

１ .目的
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新たな科学的知見等に基づき「健康づくりのための睡眠指針2014」を見直し、健康日本21（第三次）における睡眠分野の取

組推進に資するものとすることを目的とする。

２ .検討事項
• 健康づくりのための睡眠指針2014の改訂

○ エビデンスに基づくライフステージに応じた目標の策定

○ 睡眠分野におけるその他のエビデンスの整理

○ 国民の睡眠を促す方策の検討

３ .構成
構成員 所属

１ 内村 直尚 久留米大学学長、日本睡眠学会理事長
２ 小賀 徹 川崎医科大学 呼吸器内科学 主任教授
３ 大神 あゆみ 大神労働衛生コンサルタント事務所 代表

４ 尾崎 章子 東北大学 大学院医学系研究科・医学部 保健学専攻 基礎・
健康開発看護学講座 老年・在宅看護学分野 教授

５ 兼板 佳孝 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野 教授
６ 加茂 登志子 若松町こころとひふのクリニック PCIT研修センター長

７ 栗山 健一 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 睡眠・覚
醒障害研究部 部長

８ 黒瀨 巌 公益社団法人 日本医師会 常任理事

９ 駒田 陽子 東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授
10 堀越 博一 公益社団法人日本薬剤師会 理事

11 吉池 卓也 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 睡眠・覚
醒障害研究部 室長

12 吉崎 貴大 東洋大学 食環境科学部食環境科学科・准教授

４ .スケジュール

令和５年７月31日： 第１回

令和５年10月２日： 第２回

令和５年12月21日： 第３回

（敬称略・五十音順）



健康づくりのための睡眠ガイド2023の推奨事項一覧
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対象者※１ 推奨事項

高齢者 ⚫ 長い床上時間が健康リスクとなるため、床上時間が８時間以上になら
ないことを目安に、必要な睡眠時間を確保する。

⚫ 食生活や運動等の生活習慣や寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養
感を高める。

⚫ 長い昼寝は夜間の良眠を妨げるため、日中は長時間の昼寝は避け、活
動的に過ごす。

成人 ⚫ 適正な睡眠時間には個人差があるが、６時間以上を目安として必要な
睡眠時間を確保する。

⚫ 食生活や運動等の生活習慣、寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養
感を高める。

⚫ 睡眠の不調・睡眠休養感の低下がある場合は、生活習慣等の改善を図
ることが重要であるが、病気が潜んでいる可能性にも留意する。

こども ⚫ 小学生は９～12時間、中学・高校生は８～10時間を参考に睡眠時間
を確保する。

⚫ 朝は太陽の光を浴びて、朝食をしっかり摂り、日中は運動をして、夜
ふかしの習慣化を避ける。

個人差を踏まえつつ、日常的に質・量ともに
十分な睡眠を確保し、心身の健康を保持する

全体の方向性

※１ 生活習慣や環境要因等の影響により、身体の状況等の個人差が大きいことから、「高齢者」「成人」「こども」に
ついて特定の年齢で区切ることは適当でなく、個人の状況に応じて取組を行うことが重要であると考えられる。



国民に向けた普及啓発のツール（ぐっすりガイド）について
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睡眠の重要性と取り組み方について国民向けにわかりやすく示した「ぐっすりガイド」を作成してはどうか。

上記ガイドを基に、国民へ向けた睡眠の

ポイントをわかりやすくをまとめた

成人版

こども版

ぐっすりガイド（イメージ）

ぐっすりガイド（イメージ）

改訂

健康づくりのための睡眠ガイド2023

健康日本21（第二次） 健康日本21（第三次）

高齢者版 ぐっすりガイド（イメージ）

健康づくりのための睡眠指針2014



「e -健康づくりネット」における介入支援ツールの発信
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解説書

支援ツール健康づくり支援担当者のための総合情報サイト

日本全国の地方自治体や企業・団体などで、健康づくりの取り組みを検
討・実施されている方々に向けて、健康づくりのポイントや参考となる事
例をそれぞれの内容にあわせたツールでご紹介しています。今後も新規
ツールの追加や、指針・ガイドライン等の改訂に伴う内容の更新を予定し
ています。
これから検討を始める方、既に実施している施策をより効率的にしたい

方など、健康づくりを実施される方に、すぐにご活用いただける情報をお
届けします。

（https://e-kennet.mhlw.go.jp/）

https://e-kennet.mhlw.go.jp/


好事例
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